
  

 

 

★上山での出張相談会は旧上山会の皆様へ５月にご案内しております 
 

日 時 

場 所 

持ち物 

 

 

合計所得金額 令和 7・8 年分 令和 9 年分以後 

132 万円以下 95 万円 

132 万円超 336 万円以下 88 万円 

58 万円 
336 万円超 489 万円以下 68 万円 

489 万円超 655 万円以下 63 万円 

655 万円超 2,350 万円以下 58 万円 

 

基礎控除の見直し 

 

これまで基礎控除は 48 万

円でしたが、令和 7 年度の

税制改正により左記の通り

変更となります 


